
平 成 ２ ０ 年 ４ 月 ７ 日

経 済 産 業 省

原 子 力 安 全 ・ 保 安 院

高速増殖原型炉もんじゅナトリウム漏えい検出器

に関する点検等について

原子力安全・保安院は、研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運
転等に関する規則第３１条第６号の規定に基づき、平成２０年３月２７日付けで独
立行政法人原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という ）から運転上の制限の。
逸脱の報告があった高速増殖原型炉もんじゅ（以下「もんじゅ」という ）の１次系。
メンテナンス冷却系ナトリウム漏えい警報の発報に関連して、同機構による調査の
結果、当該警報が発生した接触式ナトリウム漏えい検出器（ＣＬＤ）のみならず他
の複数の類似の構造の１次系ＣＬＤにも不具合（電極の変形）が確認されたことに
伴い、原子力機構に対し 「もんじゅ」のすべてのナトリウム漏えい検出器について、
点検等を実施するよう指示しましたので、お知らせします。

１．原子力機構からの報告等

平成２０年３月２６日２３時０７分、１次メンテナンス冷却系の原子炉容器入口1次

止め弁に取り付けられているＣＬＤの警報が発報し、漏えいの有無を確認するのに時

間を要することから、原子力機構は、翌２７日０時４８分、保安規定に基づく運転上

の制限を逸脱したと判断し、当省にその旨を報告した。

原子力機構は、当該ＣＬＤを点検した結果、検出器の弁内部への挿入深さが計画値

より長く、検出器先端の電極が変形していること等を確認した。更に、現時点で調査

が可能なＣＬＤ９台について調査したところ、類似の構造の７台のうち４台のＣＬＤ

について電極が変形していることを確認した。

なお、ナトリウムの漏えいは確認されていない。

２．原子力安全・保安院の対応

ナトリウム漏えい検出器は 「もんじゅ」における安全対策上重要なナトリウムの管、

理の観点から重要な機能を担っているものであり、高い性能と信頼性が要求されるも

のである。当院としては、原子力機構に対し、このような不具合が確認されたことは

極めて遺憾であるとし 「もんじゅ」のすべてのナトリウム漏えい検知器について点検、

し、不具合が確認された場合の原因究明及び再発防止対策の検討を速やかに実施し、

報告するよう指示した。



今後、原子力機構からの報告を受け、原子力機構の対応を厳正に確認し、必要に応

じ指示を行う。

別紙 指示文

参考１ 原子力機構４月４日発表文

参考２ 原子力機構４月７日発表文

（本発表資料のお問い合わせ先）

原子力安全・保安院 原子力安全技術基盤課

担当者：山田、岩田

（ ）電 話：０３－３５０１－０６２１ 内線４８８１
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高速増殖原型炉もんじゅナトリウム漏えい検出器に関する点検等について 

 

 

研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第３１条

第６号の規定に基づき、平成２０年３月２７日付けで運転上の制限の逸脱の報告のあ

った１次系メンテナンス冷却系ナトリウム漏えい警報の発報に関連して、貴機構が確

認したところ、警報が発報した接触式ナトリウム漏えい検出器（ＣＬＤ）のみならず

類似の複数のＣＬＤについての電極の変形が確認された。 

ナトリウム漏えい検出器は、「もんじゅ」における安全対策上重要なナトリウムの

管理の観点から重要な機能を担っているものであり、高い性能と信頼性が要求される

ところ、このような不具合が確認されたことは極めて遺憾である。 

ついては、本件に関連し、次の措置を講ずるよう指示する。 

 

１．「もんじゅ」におけるすべてのナトリウム漏えい検出器の施工状況等について、

構造等を踏まえて計画的に点検を行うこととし、その点検計画を平成２０年４月１

４日までに提出すること。また、点検状況等を踏まえ点検計画に変更があった場合、

速やかに変更した計画を提出すること。 

 

２．これまでの調査及び１．の点検の結果、不具合が確認されたものについては、そ

の原因究明及び再発防止対策の検討を速やかに実施し、その結果を報告すること。 



週報別紙 

平成２０年４月４日 

日本原子力研究開発機構 

敦賀本部 

 

１次メンテナンス冷却系ナトリウム漏えい警報の発報について 

 

発生日時及び発生状況 

３月２６日（水）２３時０７分、１次系Ｂループの主冷却系配管室（窒素雰囲気）に

おいて、１次メンテナンス冷却系の原子炉容器入口 1 次止め弁に取り付けられてい

る接触式ナトリウム漏えい検出器（ＣＬＤ）※１の警報が発報した。 

直ちに、当該室を監視している他の型式※２のナトリウム漏えい検出器の指示値

を確認したが、異常は確認されなかった。 

３月３１日当該室を空気雰囲気にし、４月１日から、警報を発報した検出器を弁か

ら引抜いて外観検査、寸法検査、検出器挿入孔内観察等を行った。 

調査の結果、検出器にナトリウムの付着はないことを確認した。また、検出器先

端の電極が変形していること、検出部先端片側に磨耗があること、検出器の挿入長

さが計画値より長いことが確認された。更に、弁棒表面に摺動痕（擦れた痕）が確

認された。 

なお、検出器挿入孔内に黒色の異物、樹脂状の異物が確認された。黒色の異物

は弁のグランドパッキンの微小片（グラファイト：電導性）であり、樹脂状の異物は非

導電性のシールテープであることが確認された。 

（添付資料－１、添付資料－２） 

 

推定原因 

・ 漏えい検出器を計画値より深く挿入したため、検出器先端の電極が弁棒に当た

り変形した後、シース部が弁棒に当たった。 

・ この状態で、これまでの弁の操作に伴い弁棒が動いたことによりシース上端部

徐々に削れ、一旦離れていた電極が弁棒に接触、又は弁棒と電極間の狭隘部

への伝導性異物による接触により警報が発報した。（添付資料－３） 

・ 漏えい検出器を設計値より深く挿入した原因は、シーラントの固定が弱く、漏え

い検出器の挿入時に動き、所定の位置より深く挿入されたためと推定される。 

 

当該弁についての処置対応 

・ 適正な挿入長さとなるようにシーラントを固定した検出器と交換する。 

 

再発防止対策 

上記の原因究明の結果から、他の検出器での同一要因による誤動作防止の観



点から以下の対策を行う。 

・ 当該弁と同一角度で取り付けられているＣＬＤ型漏えい検出器（４台）について、

早急に挿入長さの確認を実施する。 

・ その他、弁棒に対しＣＬＤ型漏えい検出器が斜めに取り付けられているもの（１８

台）について、計画的に挿入長さの確認を行う。 

・ これ以外の１次系のＣＬＤ型漏えい検出器全数について、計画的に導通確認、

絶縁抵抗測定による健全性確認を行う。 

・ 今後の据付においては、挿入長さの確認を行うため、マーキング等の対策を行

う。 

・ 導電性の異物の発生要因であるグランドパッキンの交換作業時においては、弁

内の清掃を行う。 

 

時系列 

（３月２６日） 

 ２３時０７分： １次系Ｂループの主冷却系配管室（窒素雰囲気）に設置している接

触式ナトリウム漏えい検出器（ＣＬＤ）が発報した。 

（３月２７日）  

 ０時４８分： 他の漏えい検出器は異常なく、漏えいの有無を確認するのに時間を

要すると判断し、保安規定に基づき「運転上の制限の逸脱」を宣言 

 ０時５６分： 敦賀消防へ連絡  

 １時１３分： 同検出器警報停止 

 １時３２分： 「運転上の制限の逸脱」を解除 

 １時４２分： 国へ連絡 

 ２時０８分： 県・敦賀市・美浜町への連絡 

（３月２８日） 

 ２２時４８分： 同検出器警報が再び発報 

  ２３時０９分： 敦賀消防へ連絡 

 ２３時１２分： 保安検査官へ連絡 

 ２３時１５分： 県担当者連絡受け 

 ２３時１７分： 同検出器警報停止 

 ２３時２７分： 県・敦賀市・美浜町へのＦＡＸ送信 

 ２３時３５分： １次メンテナンス冷却系のナトリウム抜き取り（ドレン）開始 

（３月２９日） 

 ０時３１分： １次メンテナンス冷却系ドレン終了 



５時４８分～１８時３５分に断続的に警報が発報・停止を繰り返している。 
 

※１ ＣＬＤ：接触式漏えい検出器（Contact Leak Detector） 
※２ ＳＩＤ：ナトリウムイオン化式検出器（Sodium Ionization Detector） 
 ＤＰＤ：差圧式検出器（Differential Pressure Detector） 

以 上 



1次主冷却系配管(B)
配管室

電極

(CLD)

原因調査概要

外観検査

（異常なし）

酸素濃度測定

（異常なし）

先端部目視点検・異物確認

（シース外表面に変形、異物有）

シース

検出器挿入孔内観察

（内部に異物あり）

検出器挿入孔内観察

（弁棒表面に摺動痕）

先端部目視点検・異物確認

（電極⇒変形）

シース表面目視

（シーラント近傍に摺動痕）

浸透探傷試験

（異常なし）

シース表面核種分析

（Ｎａ－２２検出なし）

添付資料－１

シーラント

計画値での挿入長さ：67.0ｍｍ
実測値の挿入長さ：80.5ｍｍ

（計画値より13.5ｍｍ長い）



添付資料－２

電極

シース

磨耗



※計画上の電極～弁棒間

約10㎜

シース

芯線

弁棒

① 計画値より挿入部を
約13.5㎜長くCLDを挿入

② 電極先端部が弁棒に当る

③ 当った電極は曲がった。 ④ 曲がった電極が横方
向に弁棒をよけ、シース
は弁棒に当った。

⑤ さらに押し込まれた
シースが下方向に変形し電
極が弁棒から遠ざかった。

⑦ 弁棒の摺動によりシー
ス上端が削れ、離れていた
電極が接触し始めた。

シースは弁棒に押
し付けられていた

添付資料－３

H３年３月頃～

H２年２月頃

H２年２月頃

H２年２月頃
H２年２月頃

H２年２月頃

⑥ 系統の運転に伴い弁棒
の摺動した。

H２０年３月２６日

H１９年１２月
グランドパッキン交換



図１．正常なＣＬＤの取付状態

図２．誤警報を発信したＣＬＤの取付状態

添付資料－４



報道関係 各位 
平 成 ２ ０ 年 ４ 月 ７ 日 
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高速増殖原型炉もんじゅ 

１次冷却系ナトリウム漏えい検出器(CLD)に関する点検状況 

（お知らせ） 

 

 

高速増殖原型炉もんじゅの１次冷却系に設置されているナトリウム漏えい

検出器（CLD；接触式ナトリウム漏えい検出器）に関し、４月５日から６日に

かけて実施した点検状況を以下のとおりお知らせいたします。 

 

１．点検状況 

 ３月２６日に警報を発報した CLD と同様に斜めに取り付けられている１次冷却系

の CLD２２台のうち７台について、CLD を抜き出し、先端部及び挿入長さの確認を行

いました。 

 その結果、同一角度で取り付けられている４台の CLD のうち３台の先端部に曲がり

が確認されました。また、角度の異なる１８台の CLD のうち３台について確認した結

果、１台の先端部に曲がりが確認されました。 

上記の点検結果を踏まえ、水平に取り付けられている２台の CLD も抜き出し、点検

を行いましたが、異常は確認されませんでした。 

 なお、取り外し前の導通、絶縁測定結果は良好で、検出器としての性能は確保され

ていることを確認しています。 

 引き続き、CLD の点検を実施してまいります。 

 

以 上 
 

本件の問い合わせ先 

敦賀本部 業務統括部 

広報課長 森 将臣 

℡ 0770-21-5023（直通）






